
補助メニュー 内容

改修費
補助

○新規⽴地 市街化区域 【補助率】1/3以内 【上限額】500万円
都市機能誘導区域 【補助率】1/2以内 【上限額】500万円

➤ 増設・市内拡⼤移転の場合は上限額100万円となります。

賃借料
補助

(県制度あり)

〇市街化区域 【補助率】1/3以内 【上限額】３年間で250万円
〇都市機能誘導区域 【補助率】1/2以内 【上限額】３年間で250万円
➤ 県制度の交付を受けた事業者は，県制度の期間（２年間）終了後１年

間を市制度にて⽀援します。（県交付額を含め上限600万円）
ｼｪｱｵﾌｨｽ等
使⽤料補助 【補助率】1/2以内 【上限額】３年間で90万円

税額補助 ○都市機能誘導区域 【補助率】1/2以内 【上限額】100万円(3年間の総額)
※ 法⼈市⺠税 法⼈税割相当額

雇⽤補助
(県制度あり)

【補助額】10万円/⼈ 【加算額】・新卒10万円 ・⼥性10万円
【上限額】2,000万円
➤ 県制度の交付を受けた事業者は，県制度の補助対象者（⼥性新規雇⽤

者）を除いた新規雇⽤等を市にて⽀援します。
※都市機能誘導区域︓都市拠点エリア，ライトライン停留場周辺エリア，駅周辺エリア など

補 助 内 容

若者や⼥性の雇⽤の場となるオフィス企業の更なる誘致促進のため，利⽤
ニーズの⾼い「改修費補助」の補助率と上限額を⼤幅に引き上げ，「栃⽊
県⼥性活躍オフィス⽴地・拡⼤補助⾦」（以下「県制度」という。）との併
⽤を可能とするなど，⽀援制度を拡充しました︕︕

従業員・雇⽤
新・増設したオフィスで常時使⽤する従業員が①，②のいずれかに該当
①オフィスを単独で⽴地する場合︓６名以上 ※シェアオフィス等の場合は３名以上
②オフィスを⼯場等と併設して⽴地する場合︓21名以上

新・増設したオフィスで市内の新規従業員等を1名以上雇⽤
新・増設したオフィスでの⼥性事務職の割合が2割以上

対 象 企 業

市ホームページ

令和６年１１⽉版

※シェアオフィス等
の場合は要件なし

○ 制度拡充のポイント
・ 改修費補助の拡充

補助率︓1/10以内 → 都市機能誘導区域︓1/2以内 市街化区域︓1/3以内
上限額︓100万円 → 500万円（新規⽴地の場合）

・ 「賃借料補助」と「雇⽤補助」については県制度（対象業種︓情報通信業，専⾨・技術
サービス業）と併⽤することで，⼿厚い⽀援が受けられます。

「改修費補助」拡充︕



注 意 事 項
! 「③補助事業適⽤通知書」から原則2か⽉以内に操業を開始いただく必要があります。
! 市内の新規従業員等の雇⽤は 「②補助事業適⽤通知書」から起算します。
! 対象企業の要件を全て満たしてから「⑤補助⾦の交付申請」が可能になります。
! 「⑥補助⾦の交付決定」から5年以上操業いただく必要があります。（ｼｪｱｵﾌｨｽを除く）
! 賃貸借契約の相⼿⽅と親会社・⼦会社の関係がある場合は賃借料補助の対象とはなりません。
! 令和６年１１⽉１⽇以降に交付申請された⽅が対象となります。

「⽇本標準産業分類」における次の⼤分類に該当する業種
建設業，製造業，電気・ガス・熱供給業，情報通信業，運輸業，卸売業，
⾦融業，保険業，不動産・物品賃貸業，学術研究，専⾨・技術サービス業，
教育・学習⽀援業，サービス業（ほかに分類されないもの）

及び上記に該当する業種の管理，補助的経済活動を⾏う事業所
※ ⼀部対象とならない業種がございますので，詳細はお問い合わせください。

対 象 業 種

補助の流れ

市役所

①事前協議書

②現地調査

企業

操業開始後
③補助事業適⽤通知

④新設等完了届

⑤補助⾦の交付申請

⑥補助⾦の交付決定

⑦実績報告

⑧補助額の確定

⑨交付請求

⑩補助⾦の振込(⽀出)

オフィスの契約前に
①事前協議書と②現地調査
が必要になります。
お早めにご相談ください。

【問い合わせ先】
○県制度について 栃⽊県 産業労働観光部 産業政策課

〒３２０－８５０１ 栃⽊県宇都宮市塙⽥１丁⽬１番２０号
☎︓０２８ー６２３－３２０２ FAX︓０２８－６２３－３１６７
E-mail :kogyodanchi@pref.tochigi.lg.jp

○市制度について 宇都宮市 経済部 産業政策課 経済戦略・産業団地グループ
〒３２０－８５４０ 栃⽊県宇都宮市旭１丁⽬１番５号
☎︓０２８ー６３２－５１９２ FAX︓０２８－６３２－２４４７
E-mail :u2305@city.utsunomiya.tochigi.jp

契約前

対象企業の要件の適合後


